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特定保健指導を受けて生活習慣病を予防しよう！
問  国保年金課　 （93）4083

特定保健指導は、特定健診（40 ～ 74 歳）の結果、メタボの基準に該当した人に、
保健師や管理栄養士など資格を持ったスタッフが面談を通じて、生活習慣改善
のお手伝いをします。
メタボは生活習慣病の一歩手前の状態です。病気になる前や自覚症状のない時に、
始めることが重要です。

個別健（検）診のお知らせ

龍岡クリニック（七栄 653-73） （92）6970

成田富里徳洲会病院（日吉台 1-1-1） （85）5313

日吉台病院（日吉台 1-6-2） （92）1111

成田まるめろクリニック（日吉倉 21-5） （37）7888

みやび内科クリニック（日吉倉 572-2） （92）7533

対象者には、結果通知に
案内を同封します。
申込みの上、参加しましょう。

■市内協力医療機関

成田富里徳洲会病院（日吉台 1-1-1） （85）5313

日吉台病院（日吉台 1-6-2） （92）1111

さかもとクリニック（日吉台 2-91-6） （37）4105

はる内科小児科クリニック（日吉台 4-16-18） （85）5200

成田まるめろクリニック（日吉倉 21-5） （37）7888

みやび内科クリニック（日吉倉 572-2） （92）7533

なのはな眼科・内科（七栄 649-55） （85）8600

龍岡クリニック（七栄 653-73） （92）6970

目黒クリニック（十倉１） （29）4562

黒須医院（十倉 44） （94）0955

対　象　
〇国民健康保険に加入している 40 歳（R7.3.31 時点）～ 74 歳
　（受診日時点）の人　
〇後期高齢者医療保険に加入している75歳以上（受診日時点）の人　
※令和６年度集団健診を受診した（受診する）人、市で人間
　ドックの助成を受けた（受ける）人は受けられません。

受診時の持ち物　
受診票・尿容器・健康保険証
※受診票と尿容器は 5 月上旬までに届きます

健診の項目　

計測・尿検査・血液検査・診察・問診
胃バリウム検査など、各種検診は実施していません。
肺がん検診のみ、一部医療機関で検査できます。
詳しくは、下記の【肺がん検診】をご覧ください。

！△△
費　用　
〇国民健康保険加入者　1,000 円　
〇後期高齢者医療保険加入者　無料

■市内協力医療機関

対　象　
〇 40 歳以上の人（R7.3.31 時点）　　
※集団健診または個別健診のいずれか１回となります。
　重複した場合は全額自己負担となります。

費　用　
〇自己負担額　600 円

市の健康診査は、市内協力医療機関で受診できます。
実施日時・予約方法は、希望する市内協力医療機関に直接問い合わせてください。

【肺がん検診】

【特定健康診査・後期高齢者健康診査】

11月30日（土）

まで

実施期間

受診時の持ち物　
受診票・健康保険証
※受診票は 5 月上旬までに届きます
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◎相続の手続きや遺言書の作成等ご相談下さい 

・相続手続に必要な戸籍謄本等を代理で取得します。 

・遺産分割協議書や法定相続情報など相続書類作成。 

・銀行の預貯金、証券会社の株式口座の相続手続き。 

・公正証書、自筆の遺言書の作成をお手伝いします。 

富里市七栄 531-20 行政書士内田敏夫事務所 

☎0476-91-5313 又は 携帯 080-1253-4516 

成田空港で働きませんか？
成田空港 合同企業説明会・空港見学会
開催日　5 月 14 日（火）
時　間　午前の部   10:00 ～ 13:00（受付 9:30 ～）      　　　　
　　　　午後の部   13:00 ～ 16:00（受付 12:30 ～）
会　場　幕張メッセ　国際会議場２F　コンベンションホール
対象者　年齢・性別・経験　不問
主   催　成田国際空港株式会社
問合せ　成田空港合同企業説明会事務局　　　　　 
　　　  jobfair@gpa-net.co.jp

広報とみさと　2024.5.1　　　11

QR６月１日

人権擁護委員の日

赤十字活動資金に
ご協力を

５月は消費者月間

「人権擁護委員制度」は、地域の中で
人権に対する考え方を広め、基本的
人権を守ることを目的に、設けられた
制度です。
市内５人の人権擁護委員は、皆さま
からの相談を受けるなど、さまざま
な活動を行っています。

「人権擁護委員の日」特設相談所
■日時　６月３日（月）
　　　　10：00 ～ 14：30
■場所　市役所分庁舎１階会議室
※相談は無料で、秘密は守られます。

日本赤十字社が行うさまざまな人道的
活動は、皆さまからの活動資金で
支えられています。
５・６月を赤十字運動月間として、
自治会役員や赤十字奉仕団員などが
活動資金となる社資の募集に伺い
ますので、ご協力をお願いします。
社会福祉課窓口でも受け付けています。
※募金に応じない場合でも、不利益
　を被ることはありません。

問 市民課 （93）4087

問 社会福祉課 （93）4192

毎月 15 日

自転車安全の日

自転車の安全な利用に努めましょう。
自転車に乗る前のルール
１．自転車保険に入ろう
２．点検整備をしよう
３．反射器材（リフレクター）を付けよう
４．ヘルメットをかぶろう
５．飲酒運転はやめよう
自転車に乗るときのルール
１．車道の左側を走ろう
２．歩いている人を優先しよう
３．ながら運転はやめよう
４．交差点では安全確認しよう
５．夕方からライトをつけよう
～ヘルメットをかぶりましょう～
乗車用ヘルメットの着用は、努力義務
になっています。交通事故に備えて
必ず着用しましょう。

問 市民活動推進課 （93）1117

お知らせ

【令和６年度消費者月間統一テーマ】
デジタル時代に求められる消費者力とは

消費生活センターでは、「だまされない
消費者」になるために、相談事例と
アドバイスを掲載した情報パネルの
展示と啓発リーフレットなどの配布
を行います。
■開催期間　
　５月 23 日（木）～ 29 日（水）
■場所　中央公民館１階ロビー

問 商工観光課 （93）4942

令和６年度から森林環境税
の賦課・徴収が始まります

市区町村において、令和６年度の
個人市民税・県民税均等割と併せて
１人・年額 1,000 円が賦課されます。
※均等割額が 1,000 円減額になる
　ため、森林環境税を導入すること
　による負担額の増減はありません。
詳しくは、市公式ホーム
ページをご覧いただくか
問い合わせてください。

問 課税課 （93）0443

５/31（金）

　■軽自動車税（種別割）　全期
　　※障害者手帳などによる減免の
　　　申請も 5/31（金）まで
　■後期高齢者医療保険料　随時期
　■介護保険料　随時期

納期内納付に
ご協力ください

４月分・５月分の
学校給食費振替日

※ 9 日（木）までに入金確認を
　お願いします。

問 学校給食センター （93）2550

５/10（金）

問 環境課 （93）4946

5 ～ 7 月は、カラスによる人への
威嚇など、被害が多く確認される
時期となります。
被害を受けないために、カラスの
いる場所は避け、帽子を被る。また、
エサにならないようにごみなど、
適正に管理しましょう。

繁殖期のカラスに
ご注意ください
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■日時　3 月 11 日（月）
※８日（金）までに入金確認をお願い
　します。

3月分の
学校給食費振替日i

問 学校給食センター
　　 （93）2550

3月1日～7日

春の火災予防運動i

問 消防予防課 （92）1313

火を消して 不安を消して つなぐ未来
火の取り扱いには十分注意し、火災を
起こさないように気をつけましょう。
また、就寝前は火の元の点検をしましょう。
住宅防火　いのちを守る10 のポイント
▼４つの習慣
①寝たばこは絶対にしない・させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを
　置かない。
③こんろを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを清掃し、不必要
　なプラグは抜く。
▼６つの対策
①ストーブやこんろなどは、安全装置
　の付いた機器を使用する。
②住宅用火災警報器を定期的に点検
　し、10 年を目安に交換する。
③寝具・衣類・カーテンは、防炎品
　を使用する。
④消火器などを設置し、使い方を確認
　しておく。
⑤お年寄りや身体の不自由な人は、
　避難経路と避難方法を常に確保し、
　備えておく。
⑥防火・防災訓練への参加、戸別訪問
　などにより、地域ぐるみの防火対策
　を行う。

3月～5月

春の農作業安全確認運動i

問 農政課 （93）4943

県内でもトラクターの横転や機械に
挟まれるなど、大怪我をする人が
後を絶ちません。農作業中の事故防止
を心掛けましょう。
農作業中の事故防止ポイント
○機械のつまりを取り除くときは、
　エンジンを止める。
○機械に巻き込まれないよう、作業
　に適した服装にする。
○作業内容や作業場所を家族などに
　伝えておく。
○緊急時に連絡がとれるよう、携帯
　電話を持って作業に出かける。

安全な「水道水」を
供給するためにi

問 上下水道課 （93）3340

安全な水道水を供給するため、水道法
に定められた水質基準項目などについて、
毎年、水質検査計画を策定し、これに
基づいて検査を実施しています。
水質検査計画は毎年３月末に、水質
検査の結果は毎年６月に市公式ホーム
ページで公表しています。

i

■日にち　３月 24 日（日）
　※雨天決行（荒天などにより中止
　　になる場合があります）
■時間・場所
　○９：00 ～ 11：30
　　市役所正面玄関前駐車場
　○ 13：00 ～ 15：00
　　北部コミュニティセンター第２駐車場
■当日回収できる資源ごみ（注意点）
　〇新聞・雑誌・段ボール・牛乳用
　　紙パック・雑がみ（それぞれ種類
　　ごとに束ねる）
　〇衣類（透明な袋に入れる）
　〇飲料用アルミ缶（中を水洗いする）
　〇パソコン・スマートフォン・携帯
　　電話・デジタルカメラ（個人情報
　　は消去して、電池類は取り除く。
　　 回収したものは返却不可）
■その他　事業ごみやその他のごみは
　　　　　回収できません。

資源ごみの拠点回収

問 クリーンセンター （93）4529

有害鳥獣の捕獲を
実施していますi

問 農政課 （93）4943

農作物に被害を与える有害鳥獣の
捕獲を、1 年を通して行っています。
獣類は「箱罠」による捕獲を行い、
鳥類は「銃器」による捕獲を行って
います。
銃器実施日などの詳細は、対象区域へ
の回覧でお知らせします。

有料広告スペース

「広報とみさと」に広告をのせてみませんか？

詳しくは問い合わせてください。

【問合せ先】広報情報課　 （９３）３８９５

有料広告スペース


